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第２章 国民健康保険税（料）・介護保険料

◆国民健康保険税（料）

我が国の医療保険制度は，昭和３６年に国民皆保険が達成されて以来，良質
かつ適切な医療が提供されてきたが，近年の医療保険制度を取りまく状況
は，少子高齢化の急速な進展や経済状況の低迷などにより，事業経営に厳し
さを増しており，特に市区町村国民健康保険制度は，他の医療保険制度に比
べ，高齢者の加入割合が高いことや保険料負担能力の低い所得者層が多いこ
とによる構造的な問題を抱えており，非常に厳しい状況にある。また，市区
町村の国民健康保険料の滞納世帯が平成２０～２３年には２０％を突破した。平成
２６年は，その後減少傾向にあるものの１７．２％と依然高い状況にある。
市区町村は，国民健康保険に関する収入及び支出について，特別会計を設

けなければならないこととされている。国民健康保険事業特別会計は，保険
給付を取り扱う事業勘定と保険者の設置する直営診療施設を経理する直診勘
定に分かれる。
事業勘定に係る費用は，基本的には，この制度による医療の保障を受ける

被保険者（保険税（料））と国（国庫支出金）によって負担されることと
なっている。なお，退職者医療の費用負担は，退職被保険者及びその被扶養
者の保険税（料）と被用者保険の事業主及び被保険者からの拠出金により賄
われる。
なお，保険税の時効は５年となっているが，保険料の時効は２年で成立す

る。
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第１編 地方税制度・保険制度の動向と税収向上に向けた取組
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第１編 地方税制度・保険制度の動向と税収向上に向けた取組

１ 保険料の納付相談及び納付指導の機会を確保すること

２ 国民健康保険制度の理解を高めること

３ 被保険者間の負担の公平を守ること

納付資力がありながら滞納している世帯に対して，短期被保険者証の交付に

よって納付指導していくことで国民健康保険事業の健全な運営が期待できるこ

とになります。

Ｑ＆Ａ（専門）

◆特別な事情に対する自由裁量について

Ｑ：国民健康保険法第９条第３項に規定する「政令で定める特別の事情」につい

ては市町村の自由な裁量によって対応してよいということでしょうか。

Ａ：被保険者証の返還を求める措置は，納付相談，納付指導により，市町村職員

と滞納者とが接触する機会を増やすためのものです。そして，個々の事情を把

握しつつ，保険料の収納確保につなげていく効果を狙っているため，国民健康

保険制度の安定運営の確保及び被保険者間の負担の公平を図るためには，一定

の基準に該当する者についてはこのような措置も必要であると考えます。特別

の事情については，国民健康保険法施行令第１条に規定されていますが，個々

の事例に応じ，法令の趣旨に沿って適切に判断することはなんら問題ありませ

ん。

○ 短期被保険者証交付からの滞納整理
介護保険制度が導入されるまでは，国民健康保険料の滞納による被保険者

証の返還・資格証明書の交付及び保険給付の支払の一時差止等は，保険者で
ある市町村の裁量に委ねられていました。
これに対して介護保険制度の導入後は，納期限から概ね１年経過後なお滞

納がある場合は被保険者証の返還・資格証明書の交付，納期限から１年半程
度を経過した場合は保険給付の一時差止を行い，一時差止を行ってもなお滞
納している場合は差止額で保険料額を控除する方法（相殺と同じ）が義務化
されることになりました。
国民健康保険料には，軽減と減免の制度があります。
軽減は収入が一定の基準以下の世帯に対して措置される国の制度であり，
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コラム

短期被保険者証と資格証明書を考える
短期被保険者証は保険給付を制限するものではなくて，納付指導・納

税交渉の機会を増やすためにあります。これに対して，資格証明書は災
害その他の政令で定める特別な事情があると認められる場合を除き，１
年以上滞納すると被保険者証の返還を求めて資格証明書を交付する規定
となっています（国民健康保険法第９条第３項）。
資格証明書を交付されると医療機関を受診した場合に保険診療費の全

額（１０割）を医療機関の窓口で支払わなければならず，実質上無保険と
同じ状態になってしまいます。後日，国民健康保険担当課に保険診療費
の７割を請求することになりますが，請求した費用が返金されるまで早
くても２ヶ月程度はかかります。また，１年半以上滞納している場合
は，滞納している国民健康保険税（料）が差し引かれることもありま
す。
注意しなければならないのは，資格証明書を交付するまでに滞納者と

の直接的な納税（入）交渉の機会が十分に持てていたかということで
す。滞納に至った経過や国民健康保険税（料）を負担する力を把握でき
ないままの状態は回避していかなければなりません。
全国保険医団体連合会の２０１０年１１月の発表によれば，資格証明書と一

般の被保険者証との医療機関への受診率を比較すると７３倍もの格差があ
ります（２００９年度）。
資格証明書の交付は滞納への対策としての有効性が低く，必要な医療

を受けられない実態があり，受診抑制を加速させているとまで言われて
います。そのようなことがないように，滞納に至った経過や負担する力
を把握しながら，滞納整理に資格証明書を有効に活用していかなければ
なりません。

Ｑ＆Ａ（専門）
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